
四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金交付要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や、働きやすい職場

づくりを推進する企業に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにつ

いて、四日市市補助金等交付規則 (昭和 57 年四日市市規則第 11 号 )に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （補助対象事業者）  

第２条 補助金の交付対象事業者（以下「事業者」という。）は、次の各号に掲げるも

のであって、主たる事業所（従業員総数の２分の１以上の従業員が常時勤務してい

る事業所をいう。）を市内に有し、かつ、市内において１年以上事業を営む法人又は

個人とする。ただし、個人については、四日市公共職業安定所等の雇用保険適用事

業所又は労働者災害補償保険適用事業主とする。  

 (1) 中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に定

める中小企業者をいう。）  

 (2) 小規模企業者（中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者をいう。） 

 (3) その他市長が適当と認める団体  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業者としな

い。  

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業その他これらに類する業を行っているもの  

 (2) 本市の市税を滞納しているもの  

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に掲

げる事業であって、他の公的な補助金を受けていないものとする。 

(1) ソフト整備支援事業（従業員がそれぞれのライフスタイルや本人の希望にあっ

た働き方が出来る制度の導入など、就業規則の見直しを行う事業をいう。以下同

じ。） 

(2) ハード整備支援事業（従業員が就労しやすい職場をめざし、職場内に子どもの

遊び場スペース、多機能トイレや女性用トイレ・更衣室を設置するなど、市内に

存する事業所等の整備を行う事業（ただし、備品のみの購入は対象外とする。）

をいう。以下同じ。）  



（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。  

(1) ソフト整備支援事業 事業費（社会保険労務士等への報酬等に限る。）の２分

の１以内とし、１回につき１０万円を限度とする。 

(2) ハード整備支援事業 事業費の２分の１以内とし、１回につき５０万円を限度

とする。補助対象となる経費は次に定めるとおりとする。  

  ア 施工業者に事業を委託する場合は、補助目的の達成に必要な工事の費用（資

材、工賃等） 

  イ 申請者自身において施工する場合、補助目的の達成に必要な資材等の購入

費用（施工にかかる人件費及び雑費等は補助の対象外とする。）  

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合

は、その端数を切り捨てるものとする。 

（交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、四日市

市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金交付申請書（第１号様式。以下

「申請書」という。）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請は、１事業者、１事業につき、年度内に１回までとする。 

（交付決定）  

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、

補助することが適当と認めたときは、速やかに四日市市中小企業働きやすい職場づ

くり支援事業費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、交付しないと決定し

たときは四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金不交付決定通知

書（第３号様式）により、それぞれ申請者に通知するものとする。  

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。  

 （計画変更）  

第７条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の

配分その他の事項の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を

中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市中小企業働きや

すい職場づくり支援事業費補助金計画変更承認申請書（第４号様式。以下「計画変

更承認申請書」という。）を提出し、承認を受けなければならない。  

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認



められる場合であって、事業費全体及び各費目における 20 パーセント以内の変更

をいう。  

３ 市長は、第１項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内

容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。  

（変更決定）  

第８条 市長は、前条第３項の規定により、四日市市中小企業働きやすい職場づくり

支援事業費補助金の交付の変更を承認したときは、四日市市中小企業働きやすい職

場づくり支援事業費補助金変更決定通知書（第５号様式）により申請者に通知する

ものとする。  

（実績報告）  

第９条 申請者は、補助事業が完了したときは、当該年度末までに四日市市中小企業

働きやすい職場づくり支援事業費補助金実績報告書（第６号様式。以下「実績報告

書」という。）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付）  

第１０条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当

と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。  

２ 申請者は、前項の請求を行う場合は、四日市市中小企業働きやすい職場づくり支

援事業費補助金請求書（第７号様式。以下「請求書」という。）により市長に請求す

るものとする。  

（補助金の返還）  

第１１条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるもの

とする。  

 (1) 偽りその他不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。  

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

 (3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。  

 (4) その他この要綱に違反したと認められるとき。  

（書類の整備）  

第１２条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管してお

かなければならない。  

 



（調査）  

第１３条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めた

ときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。  

（補助金の評価）  

第１４条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果につい

て十分に検証するものとする。  

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その

他の適切な措置を講じるものとする。  

（補則）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

（有効期限）  

２ この要綱は、第１２条の規定を除き、令和１１年３月３１日限り、その効力を失

う。  

附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 



 （略） 

四日市市中小企業IoT等活用

促進事業補助金交付要綱（平

成３０年四日市市告示第１

０６号） 

 （略） 

四日市市中小企業人材確保

支援事業費補助金交付要綱

（平成３１年四日市市告示

第３０２号） 

 （略） 

 （略） 
 

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市中小企業IoT等活用

促進事業補助金交付要綱（平

成３０年四日市市告示第１

０６号） 

 （略） 

四日市市中小企業働きやす

い職場づくり支援事業費補

助金交付要綱（平成３１年四

日市市告示第３０１号） 

第１号様式、第４号様

式、第６号様式及び第

７号様式 

第７号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市市中小企業人材確保

支援事業費補助金交付要綱

（平成３１年四日市市告示

第３０２号） 

 （略） 



 （略） 
 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令和

５年３月３１日から施行する 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令和

８年３月３１日から施行する。 

（商工農水部商業労政課） 



第 １ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１  事 業 名  

 

２  補 助 金 申 請 額    金           円  

 

３  事業内容 

 

４  期 間  

 

５  添 付 書 類  

・ 収 支 予 算 書  

・ 事 業 者 の 概 要  

  （ 資 本 金 、 従 業 員 数 、 事 業 の 概 要 等 が わ か る も の 、 会 員 名 簿 等 ）  

・  完 納 証 明 書  

・  事 業 の 実 施 前 を 証 す る 書 類  

（整備前の就業規則または写真等） 



収 支 予 算 書 

 

                   申請者名 

    

１ 収入の部 

区  分 予算額（円） 備  考 

市補助金(a)   

自己資金(b)   

合  計(c)   

 

２ 支出の部 

区  分 予算額（円） 備  考 

補助対象経費(d)  消費税含む 

    

    

    

    

補助対象外経費(e)   

合  計(f)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ２ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

   第   号  

 

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す

い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 に つ い て は 、四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い

職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ き 、下 記 の と お

り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

３ 補助金交付の条件 

(1) 四日市市補助金等交付規則及び四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事

業費補助金交付要綱の規定を遵守すること。 

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。 

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。  



第 ３ 号 様 式 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

    第   号  

 

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

               

四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金不交付決定通知書 

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す

い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 に つ い て は 、下 記 と お り 交 付 で き ま せ ん の

で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       

 

記  

 

１ 事業名  

 

２ 不交付の理由  



第 ４ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金  

計 画 変 更 承 認 申 請 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た 四

日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 に つ い て 下 記 の

と お り 計 画 を 変 更 し た い の で 、四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支

援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 承 認 さ れ た く 申 請 し ま す 。 

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 補助金変更申請額   金          円 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更の内容 

 

５ 添付書類 

  ・変更収支予算書 



変 更 収 支 予 算 書 

 

                    申請者名 

 

１ 収入の部 

区  分 変更前（円） 変更後（円） 備  考 

市補助金(a)    

自己資金(b)    

合  計(c)    

 

２ 支出の部 

区  分 変更前（円） 変更後（円） 備  考 

補助対象経費(d)   消費税含む 

     

     

     

     

補助対象外経費(e)    

合  計(f)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 第   号  

 

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 変 更 決 定 通 知 書 

 

     年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 中 小 企 業 働

き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 の 計 画 変 更 を 承 認 し た の で 、四 日 市

市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規

定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 変更決定額   金          円 

 

３ 計画変更の内容 

 

 



第６号様式（第９条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 実 績 報 告 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 交 付 決 定 を 受 け た 四 日 市

市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 を 完 了 し た の で 、四 日 市 市 中 小

企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に 基

づ き 、 関 係 書 類 を 添 え て 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。  

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 事業内容 

 

３  添 付 書 類  

・  収 支 決 算 書  

・  領 収 書 の 写 し  

・  事 業 の 実 施 を 証 す る 書 類  

（整備後の就業規則または写真等） 

 

 



収 支 決 算 書 

 

                    申請者名 

    

１ 収入の部 

区  分 決算額（円） 備  考 

市補助金(a)   

自己資金(b)   

合  計(c)   

 

２ 支出の部 

区  分 決算額（円） 備  考 

補助対象経費(d)  消費税含む 

    

    

    

    

補助対象外経費(e)   

合  計(f)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１０条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

（代表者の署名または記名押印）   

 

四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 請 求 書  

 

 

 四 日 市 市 中 小 企 業 働 き や す い 職 場 づ く り 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

１ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 補 助 金 を 請 求 し ま す 。  

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

 ＜振り込み先＞ 

    銀行名  ： 

    支店名  ： 

    口座区分 ： 

    口座番号 ： 

    口座名義 ： 

   （フリガナ）： 

 

 

 


